
（別紙）

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の改正案について

第１ 改正の趣旨等

１ 改正の趣旨

いわゆる特別栽培農産物（化学合成農薬を減らして栽培するなど特色のある生産方法
で生産された農産物 については 現在 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン 以） 、 「 」（
下「ガイドライン」といいます ）により、その表示の適正化を図っているところです。
が、消費者から「 無農薬栽培』の表示は優良誤認を与える 「 減農薬栽培』の定義『 。」、『
が曖昧である 」などの声が寄せられていました。。

このため、平成13年10月に特別栽培農産物表示手法検討委員会（事務局： 社）日本（
農林規格協会）を設置し、特別栽培農産物の特性を端的に表す表示手法、ガイドライン
表示の信頼性を確保するための措置などガイドライン見直しに向けた議論を重ね（計8
回 、平成14年11月に最終のとりまとめが報告されたところです。）

この報告を受け、農林水産省ではガイドラインの改正案を作成しましたが、ガイドラ
インに対しては消費者をはじめとする関係者の関心が高いことから、改正を進めるにあ
たっては、広く関係者のご意見を聞きながら行うこととし、この度、パブリック・コメ
ント（意見・情報の募集）を実施することとしました。

２ ガイドラインの改正案のポイント

改正案のポイントは以下のとおりです。詳しくは第２を参照ください。

(1) 土づくりなど特別栽培農産物の する。生産の原則を規定

化学合(2) ガイドライン表示の対象となる農産物は、生産の原則に基づくとともに、
とする。成農薬、化学肥料双方を慣行の５割以上減らして栽培された農産物

(3) 農薬や化学肥料の使用状況に応じて区分毎に名称（無農薬栽培農産物、無化学肥
一料栽培農産物、減農薬栽培農産物、減化学肥料栽培農産物）を設定していたのを、

する。括りの名称（ 特別栽培農産物 ）へ変更「 」

(4) 使用資材のうち、 については、 。た性フェロモン剤等誘引剤 節減の対象としない
だし、 することとする。使用した場合は使用した旨を表示

また、 （ 原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼす特定農薬 「
天敵と同様のおそれがないことが明らかなもの」として指定される ）については、。

扱い 「農薬：栽培期間中不使用」とし、天敵及び特定農薬のみを使用している場合は
こととする。ただし、この場合は することとする。と表示できる 使用した旨を表示

(5) 化学合成農薬などの （各地域の慣行的に行節減割合の比較基準となる慣行レベル
われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況）の客観性向上のため、その慣行レ
ベルは とする。地方公共団体が策定又は確認したもの

(6) ため、インターネッ農薬等資材の使用状況に関する情報提供方法の多様化を図る
トなど他の情報提供手段も可能とする。

(7) 改正後の する。新しいガイドラインの普及・定着期間（１年程度）を設定

第２ ガイドラインの改正の内容



１．生産の原則

(1) 消費者に特別栽培農産物の特徴が正しく理解される必要があることから、その生産
の原則を明確な理念（以下①～③）として、ガイドラインに明示する。

①化学的に合成された農薬及び肥料の使用を低減
②土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮
③農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用

(2) その結果、水耕栽培など土を用いないで栽培された農産物はガイドライン表示の対
象にならないこととなる。

２．ガイドラインの適用の範囲

ガイドラインの適用される農産物は、環境保全型農業を一層進める観点から、生産の
原則に基づくとともに、次の要件（①及び②）を満たす栽培方法 により生産された農注

産物とする （下図参照）。

①化学合成農薬の使用回数が、当該地域の同作期において当該農産物に慣行的に行わ
れている使用回数の５割以下であること。

②化学肥料の使用量が、当該地域の同作期において当該農産物に慣行的に行われてい
る使用量の５割以下であること。

注：化学合成農薬、化学肥料の慣行的に行われている使用状況を比較の基準とすることは現行ガ
イドラインと同様であるが、適用の範囲については、化学合成農薬、化学肥料双方を減じた
ものを対象とする点が現行ガイドラインと違いがある。

３．無農薬栽培農産物など区分毎の名称から、一括りの名称（ 特別栽培農産物 ）へ変「 」
更

(1) 適用の範囲内に区分毎に名称を設定するのではなく、これらをまとめて「特別栽培
農産物」と一括りの名称とする （下図参照）。

(2) なお、一括りの名称とするものの、化学合成農薬等使用資材の節減割合や使用して
いない旨を隣接して表示することとし、消費者の商品選択に資する。

(3) また、現行ガイドラインにおける「無農薬 「無化学肥料 「減農薬 「減化学」、 」、 」、
肥料」の表示は、改正後はガイドライン上行うことができないこととなる。

（現行） （改正後）
無農薬 減農薬 慣行 無農薬 減農薬 慣行

Ａ Ｂ Ｃ → Ｃ無化学肥料 無化学肥料 特別栽培農産物
Ｄ Ｅ Ｆ Ｆ減化学肥料 減化学肥料

Ｇ Ｈ Ｉ Ｇ Ｈ Ｉ慣 行 慣 行

適用の範囲内に各区分（Ａ、Ｂ、 農薬等資材の節減割合等を隣接
して表示Ｃ・・・）ごとに名称を設定。

（例：Ａは無農薬・無化学肥料栽培農産物）



４．使用資材の取扱いについて

（ 有機農産物の日本農林規格」別表２に掲げられる農薬の取扱い）「

(1) 有機農産物の日本農林規格には 「農産物に急迫した又は重大な危険がある場合で、
あって耕種的防除、物理的防除又は生物的防除を適切に組み合わせる方法のみによ
ってはほ場等における有害動植物を効果的に防除することができない場合」という
条件が付され、有機農産物の生産を行う中で使用が認められている農薬が掲げられ
ている。

(2) 当該農薬のガイドライン上の取扱については、
①ガイドラインは、有機農産物の日本農林規格のように一定の条件を付して、使用
可能な資材を定めているものではなく、各地域における化学合成農薬や化学肥料
の節減割合を基準としていること。
②消費者は、同規格に掲げられた農薬かどうかには関わらず、化学合成資材の使用
状況に対する関心が高いこと。

、当該農薬の中で化学合成であれば節減割合の算定 要素に含め、かつ、使用等から 注

状況の表示を行うという現行ガイドラインと同様の整理とする。

(3) ただし、化学合成農薬のうち、性フェロモン剤等誘引剤については 「持続性の高、
い農業生産方式の導入に関する法律 （持続農業法）において「化学農薬低減技術」」
（省令指定）とされていることから、化学合成農薬のうち唯一節減割合の算定要素に
は含めないこととする。

(4) なお、性フェロモン剤等誘引剤は「化学合成農薬」の範囲内にあることから、消費
者に対して、資材の使用状況について正確に情報提供を行うとの観点から、性フェロ
モン剤等誘引剤を使用した場合には、その旨を表示することとする （下記表示例参。
照）

注：節減割合の算定
例えば化学合成農薬の節減割合は、
ガイドライン表示を行う農産物に現に使用された化学合成農薬の使用回数」をＡ、「

「当該地域、同作期に当該農産物に慣行的に行われている化学合成農薬の使用回数」をＢ
とすると （Ｂ－Ａ）÷Ｂにより算定される。、

（表示例）

農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培農産物
化学合成農薬：栽培期間中不使用

（○○ 使用）
注

化 学 肥 料 ：栽培期間中不使用

栽培責任者 〇〇〇〇
住所 〇〇県〇〇町△△△
連絡先 ℡ □□－□□－□□
確認責任者 △△△△
住所 〇〇県〇〇町◇◇◇

連絡先 ℡ □□－□□－▽▽
注：○○は性フェロモン剤等誘引剤

の商品名ではなく、主成分を示
す一般的名称とする。



（特定農薬の取扱い）

、 、「 、(1) 特定農薬は 登録農薬のように使用基準が設定されず 原材料に照らし農作物等
人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなもの」として指定さ
れる。

(2) このことから、特定農薬については現行ガイドラインにおける天敵 と同様の取扱注

ガイドライン上の表示については、病害虫防除の資材のうち天敵及び特いとする。
定農薬のみを使用している場合も「農薬：栽培期間中不使用」との表示を可能とす
る。

(3) なお、天敵も特定農薬も「農薬」の範囲内にあることから、消費者に対して、資
材の使用状況について正確に情報提供を行うとの観点から、天敵及び特定農薬を使
用した農産物に「農薬：栽培期間中不使用」と表示する場合は、天敵や特定農薬を
使用した旨を併せて表示（天敵及び特定農薬の一般的名称）することとする （下記。
表示例参照）

注：天敵
農薬登録されている生物農薬のうち、天敵昆虫（チリカブリダニなど 、微生物農薬（生きてい）

るもの。死菌は除く。ＢＴ剤（生菌）など）を天敵という。

（表示例）

農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培農産物

農 薬：栽培期間中不使用

（○○ 使用）
注

化学肥料：栽培期間中不使用

栽培責任者 〇〇○○
所在地 〇〇県〇〇町△△△

連絡先 ℡ □□－□□－□□確認
責任者 △△△△
所在地 〇〇県〇〇町◇◇◇
連絡先 ℡ □□－□□－▽▽
精米確認者 ◇◇◇◇

住所 △△県△△町▽▽▽
連絡先 ℡ ○○－○○－□□
注：○○は天敵又は特定農薬の一般的

名称とする。

５．化学合成農薬及び化学肥料の慣行の使用状況（慣行レベル）について

(1) 慣行レベルの客観性を高め、ガイドライン表示の信頼性を向上させる観点から、
慣行レベルは地方公共団体が策定又は確認したものを節減割合の算定における比較
の基準とする。外国の場合は「地方公共団体に準ずる機関」として整理。

(2) また、地方公共団体が慣行レベルを策定又は確認した場合は、それを公開し周知
に努めるとともに、適宜見直すよう努めることとする。



６．情報提供方法（農薬等資材の使用状況の表示）の多様化

消費者等が商品選択の際に、農薬等資材の使用状況について、その内容を店舗等で確
認できる場合は、インターネット（ホームページのアドレス表示 、票片の添付など他）
の情報提供方法も可能とする （下記表示例参照）。

（表示例）
（現行） （改正後）

農林水産省ガイドラインによる表示 農林水産省 ガイドラインによる表示新
減 農 薬 栽 培 農 産 物 特別栽培農産物

当地比 割減 化学合成農薬：当地比 ５割減〇

栽培責任者 化 学 肥 料 ：栽培期間中不使用〇〇〇〇
〇〇 〇〇 △△△ 〇〇〇〇住所 県 町 栽培責任者
℡ □□－□□－□□ 〇〇 〇〇 △△△セ 連絡先 住所 県 町

△△△△ ℡ □□－□□－□□ッ 確認責任者 連絡先
〇〇 〇〇 ◇◇◇ △△△△ト 住所 県 町 確認責任者→
℡ □□－□□－▽▽ 〇〇 〇〇 ◇◇◇で 連絡先 住所 県 町

℡ □□－□□－▽▽表 連絡先
化学合成農薬の使用状況 （農薬等資材使用状況）示

http://www.tokusai. .jp/使用資材名 用 途 使用回数 ･･

殺 菌 １回〇〇〇〇〇
殺 虫 ２回□□□□□
除 草 １回△△△△△

化学合成農薬の使用状況
使用資材名 用 途 使用回数

殺 菌 １回〇〇〇〇〇
殺 虫 ２回□□□□□
除 草 １回△△△△△

容器包装等にセットで表示されないが、店
舗等で消費者が選択する際には確認できる。

７ 移行期間（普及・定着期間）の設定

①今回の改正内容は、過去の改正（平成８年１２月、９年１２月及び１３年４月）と
比較して、ガイドラインの適用の範囲の変更や表示事項の変更など大きなものとな
っている。

②ガイドラインの改正の通知は本年４月を予定しているが、生産者、消費者等関係者
に対して改正後の新しいガイドラインの仕組みなどについて周知が不十分なまま施
行を行えば、生産現場等において混乱を招く懸念がある。

③このため、施行は平成１６年４月とし、通知から施行までに新ガイドラインの普及
・定着をおこなうこととする。

④なお、円滑な新ガイドラインへの移行を図るため、施行前においても新ガイドライ
ンに基づき表示を行うことは差し支えないものとする。

⑤新ガイドラインに基づく表示かどうか分かりやすくするため、ガイドラインに準拠
「 」 。している旨を表示する場合は 農林水産省新ガイドラインによる表示 と表示する

（上記６の改正後の表示例参照）

参考１：生産現場における混乱として、栽培準備が間に合わないこと（稲作などは既に前作の収穫後

から本年産の栽培準備が行われている 、容器包装の印刷内容の改変などが想定される。。）
参考２：ガイドラインは平成４年１０月１日付けで制定しているが、施行は６ヶ月後の平成５年４月

１日であった。


